
　　公益財団法人茨城県教育財団では、令和７年10月から埋蔵文化財発掘調査等に従事する臨時的任

　用職員（埋蔵文化財調査員）を雇用するため、以下の内容により選考を行います。

１　職　　種：埋蔵文化財調査員

２　採用人員：若干名

３　職務内容：埋蔵文化財の発掘調査・整理業務等に従事

４　採用期間：令和７年10月１日から令和８年３月31日まで

        　　　　ただし、令和８年４月以降、業務の状況及び勤務成績等により、１年以内の期間を

        　　　単位として、任用期間を更新することがあります（更新は最大４回まで）。

５　応募資格

 (1)  次の各号のいずれにも該当する人

    ア  学校教育法に定める大学等（短期大学を含む）において、考古学又はこれに準ずる学科（歴

　　　史学・文化財学等）を専攻して卒業又は修了した人（卒業又は修了見込みを含む）、若しくは

　　  埋蔵文化財調査員として３年以上の経験を有する人

　　イ　普通自動車免許証を有し乗用車を運転することが可能な人、又は取得見込みな人

　　ウ　パソコン操作により、日本語による文書作成、簡単な表計算等ができる人

 (2)　上記(1)の資格に該当する人であっても、次のいずれかに該当する人は応募できません。

　　ア　成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）

　　イ　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

　　　での人

　　ウ　茨城県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

　　エ　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

　　　結成し、又はこれに加入した人

６　応募手続

 (1)　提出書類

　　イ　発掘調査・報告書執筆等実績表（様式第２号）　※パソコン等で記入可

　　ウ　誓書（様式第３号）　※自筆で記入のこと

 　 エ　卒業（修了）証明書、又は卒業見込み証明書

 　 オ  試験結果通知用封筒（120ｍｍ×235ｍｍ  長３形）

　　　　　※110円切手を貼付し、あて先（郵便番号、受験者の住所等）を記入願います。

　　  ※様式は当財団ホームページ「公益財団法人茨城県教育財団」からダウンロードできます。

　　  ※提出された応募書類は返却しませんので、ご了承ください。

　　  ※提出された書類等に係る個人情報は、今回の選考のみに使用し、それ以外の目的には使用し

　　　  ません。また得られた個人情報に関しては、公益財団法人茨城県教育財団個人情報保護規程

　　　  に基づいて、適正に管理します。

 (2)　受付期間      

      令和７年７月18日（金）～令和７年８月22日（金）

      午前９時から午後５時まで（土・日・祝日を除く）

      ※簡易書留など、配達記録が確認できる方法で郵送してください。

      ※封筒の表に「臨時的任用職員（調査員）選考申込」と朱書きしてください。

令和７年度公益財団法人茨城県教育財団

臨時的任用職員(埋蔵文化財調査員)10月採用募集案内

　　ア　公益財団法人茨城県教育財団「臨時的任用調査員」申込書（様式第１号）　※自筆で記入のこと

　　　　　※埋蔵文化財調査員として３年以上の経験を有する人は提出の必要はありません。



 (3)  提出先

      公益財団法人茨城県教育財団　本部総務課　　　

　　　　　　　　　　 茨城県水戸生涯学習センター分館内　　TEL　029－225－6587

７　選考方法

 (1)　第一次選考（書類選考）

　　　選考結果は、速やかに受験者全員に通知します。

 (2)　第二次選考（面接選考）

　ア 選考日時　書類選考後に、日時を相談の上決定します。　

　イ 会　　場　公益財団法人茨城県教育財団　

　　　　　水戸市見和１丁目356番地の２　茨城県水戸生涯学習センター分館内

　ウ 選考方法　個人面接　

　エ 選考結果　面接選考終了後、概ね10日以内に通知します。　　　　　

８　勤務条件

　　公益財団法人茨城県教育財団就業規則、公益財団法人茨城県教育財団職員の給与及び旅費に関す

　る規則、公益財団法人茨城県教育財団職員の臨時的任用実施要項の規定により定めるものとします。

 (1)  給料（年齢・経験等により決定）

　　　月額213,600円～249,700円程度（令和７年４月１日現在）

 (2)  諸手当

　　　地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当を

　　支給要件に応じて支給します。

 (3)  勤務時間

　　　１日につき７時間45分。原則として土・日曜日、国民の祝日及び年末年始は休日となります。

　　　なお業務によっては、時間外勤務を命じることがあります。

 (4)  休暇制度

 　 　当財団規定により付与します。

　ア 年次休暇　採用時に２日､以後１か月経過毎に１～２日付与（半年間で合計10日）

　イ 夏季休暇　１日（10月中に取得するものとします）

　ウ 特別休暇　結婚、家族の看護、忌引ほか

 (5)  社会保険等

　　　健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険（40歳以上）、労働災害保険適用

９　問い合わせ先

　　公益財団法人茨城県教育財団　本部総務課　

　　〒310-0911　水戸市見和１丁目356番地の２　茨城県水戸生涯学習センター分館内　　

　　ＴＥＬ　０２９（２２５）６５８７ ※問い合わせは電話でお願いします。

　　ＦＡＸ　０２９（２２５）６５７３

　　　〒310－0911　　水戸市見和１丁目356番地の２　


